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ICD 患者の自動車運転制限に関するこれまでの経緯： 
 平成１３年に道路交通法が改正され、自動車運転に支障を及ぼすおそれがあ

る病気として政令が定めた病気には、「統合失調症」、「てんかん」、「再発性の失

神」、「無自覚の低血糖症」、「そううつ病」、「重度の眠気の症状を呈する睡眠障

害」、「認知症」、などがある。これらの病気は、運転免許の拒否、保留、取消し

又は停止の対象となりうることが定められた。 
 「再発性の失神」に含まれる具体的状態には、（１）神経起因性（調節性）失

神、（２）不整脈を原因とする失神（植込み型除細動器 ICD を植込んでいる患者、

ペースメーカを植込んでいる患者、その他の場合）、（３）その他特定の原因に

よる失神（起立性低血圧、等）、が含まれている。平成１４年には、本道路交通

法改正に伴う道路交通法施行令の一部を改正する政令が警察庁交通局より出さ

れた。運転に支障をきたすことが明らかな例にだけ免許を制限する「原則許可」

と運転に支障を来すおそれがない場合にのみ免許を与える「原則禁止」が盛り

込まれ、ペースメーカ植込み後に失神が消失した例は原則許可となる一方で、

ペースメーカ植込み後にも失神がある例、ICD 植込み後である例、不整脈に起

因する失神はあるが、ペースメーカも ICD も植込まれていない例、失神の既往

があるが原因が明らかでない例、などは原則禁止となった。 
 
 これらの法改正を受け、日本不整脈学会（旧、日本心臓ペーシング・電気生

理学会）は、「不整脈に起因する失神例の運転免許取得に関する診断書作成と適

性検査施行の合同検討委員会ステートメント」（不整脈 Vo.19 No.5 2003 別冊）

を公表した。原則禁止に該当する患者が自己申告する際の医師が作成する診断

書に関してのステートメントであった。本ステートメントにおいて、ICD 患者

の自動車運転に関する診断書を作成する医師は、日本循環器学会あるいは日本

胸部外科学会の専門医資格を有し、かつ日本不整脈学会あるいは日本心不全学



会が開催する「ICD/CRT 合同研修セミナー」履修者であることを条件に４年毎

の更新義務を果たしている。そのため日本不整脈学会及び日本心不全学会は、

各学術集会に併せ「ICD/CRT 合同研修セミナー」を毎年開催し、ICD/CRT 治

療の最新情報のみならず具体的な診断書の作成（表１参照）と自動車運転制限

期間、等について学会員諸氏に周知徹底を行っている。 
 
 その後、国内では ICD 機能付き CRT（CRT—D）が臨床使用されてきたこと、

初版ステートメント公表時の ICD 植込み治療は、主に二次予防目的での植込み

であったものの、その後急速に一次予防植込み患者数が増加してきたこと、初

版ステートメント後国内における ICD 患者の自動車運転に関わる交通事故報告

例が皆無であったこと、などを受け平成２２年７月からステートメント改訂（図

１参照）を行い、現在に至っている。 
 
今回の道路交通法改正の背景と内容： 
 昨今、てんかん患者をはじめ政令で定められた病気を有する患者が運転中に

発作をきたし正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させる事故が国内で多

発している現状がマスコミにより大々的に報告されている。これらの患者の多

くは、免許更新時あるいは免許取得時に政令で定める病気を有していたにも係

らず申告せず、事故が発生するまで伏せていたことが明らかになっている。政

令で定められた病気を有する場合、免許停止や取消しを恐れて公安委員会への

自己申告をしていなかったことが、これらの惨事を未然に防げなかった原因の

一つと考えられている。遺族団体等の強い要請もあり、本年６月に道路交通法

改正案が国会で承認され、平成２６年から施行されることが決定した。本道路

交通法改正では、１）政令で定められた病気を有する者が、自己申告による公

安委員会への届け出の厳格化と申告機会の確保、２）無申告および自動車運転

制限期間中の運転による罰則の強化、３）医師による公安委員会への任意の届

出制の開始（日本医師会により届出制に関するガイドライン作成中）、４）一定

の病気等に係る質問票の新規作成と虚偽記載への罰則整備、５）一定の病気に

該当すること等を理由として免許の取消し受けた者は、取消し後３年以内であ

れば免許再取得の運転免許試験の免除（適性検査のみ）、などが盛り込まれてい

る。 
 一方道路交通法改正に合わせ、政令で定められた一定の病気により運転を制

限されている者が違反した場合の刑事罰が、法務省による刑事新法として検討

されている。具体的には、上記違反者に対する罰則の強化が主な内容である。



アルコール又は薬物の影響と同様に、政令で定める病気の影響により人を死傷

させた場合には、１５年以下の懲役に処される罰則が盛り込まれる内容で検討

されている。 
 
日本不整脈学会の今後の対応： 
 上記の経緯から、平成２６年より改正道路交通法が施行され、現在検討され

ている刑事新法も同時に施行される予定である。法律の改正に伴い、ICD 患者

に対する診断書作成及び ICD 治療を行う上での患者への道路交通法を含めた事

前情報提供がこれまで以上に重要となる。 
 具体的には、学会員は下記の事項を厳守し、患者への指導を行うことが必要

である。 
１、 ICD 治療を行う予定患者への十分な説明と改正道路交通法に関する情報

を周知徹底させること。運転制限期間中の自動車運転は刑事新法により

厳罰となりうることも同時に通知する。 
２、 運転免許を有する ICD 患者の自動車運転は「原則禁止」であり、公安委

員会への自己申告が必要である。運転制限期間中の免許の保留には、医

師による診断書の届け出が必要であり、これも自己申告であることを周

知徹底させる。該当患者が、医師の指導にも係らず自動車運転制限を遵

守しない場合には、医師による公安委員会への任意の通報も可能で、そ

の際刑法で定められた医師の守秘義務に関しては、幼児虐待疑いの通報

制度と同様に対象外とされる予定である。 
３、 診断書作成医師が改正道路交通法を十分理解し、適切な診断書作成を行

う必要がある。 
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